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令和３年度企業局
水道用水供給事業の状況と対応について
令和4年10月28日（金）／決算総括質疑

庄内一丸、知恵と力で世界へ発進山形県・令和4年度12月補正予算の主な事業①
健康福祉部●医療機関の原油価格・物価高騰への支援（光熱費や食材費などの増し経費に対する支援金）……8億7,800万円
産業労働部●運送事業者の燃油価格高騰への支援（運送事業者への助成）……6億4,200万円
みらい企画創造部●地域の移動手段確保のための地域交通事業者への支援（乗合バス20万円/台、貸切バス10万円/台、タクシー５万円/台を助成）……1億5,800万円
農林水産部●畜産農家の飼料価格高騰への支援（畜産経営への影響を緩和するための助成）……6億円

石黒覚・議員／質問
　県政発展のために、予算の執
行状況に関する監査の重要性は、
いうまでもありません。
　令和３年度の歳入歳出決算審
査は、歳入歳出決算書、歳入歳
出決算事項別明細書、実質収支
に関する調書および財産に関する
調書について①決算の計数は正
確か②予算の執行は議決の趣旨
に沿って適正かつ効率的に行われ
ているか③資金の管理および運用
は適正か④財産の取得、管理およ
び処分は適正かを、審査の着眼
点に進められたと思います。
　審査した結果、3点の意見があ
りました。1点は「持続可能な行財
政基盤の確立」です。経常収支比
率と将来負担比率は改善、調整
基金は増加、県債残高は減少の
状況から、県財政は順調のように
見えますが、公債費が高い水準で
推移とあり、財源不足が厳しいな

かでの持続可能な行財政基盤を
確立するために「県行財政改革推
進プラン２０２１」の取り組みが必要
であること。2点は「ウイズコロナ・ポ
ストコロナを見据えた県づくり」で
す。新型コロナウイルス感染症が
長期化するなかで、原油価格・物
価高騰、国際情勢の変化、人手
不足などの地域経済の厳しい状況
を踏まえ、ＤＸ（デジタルトランス
フォーメーション）による業務の効
率化、県民サービスの向上などを
持続可能な県づくりの推進に取り
組むこと。3点は「財務事務の適正
な執行」です。不適正な事務処理
を未然に防止する取り組みを重点
監査項目に内部統制が施行されて
２年が経過したことも踏まえた監査
がなされたと思います。
　令和３年度は、新型コロナウイル
ス感染症対応などで、職員皆様が
多忙を極める一年だったと思いま
す。そうしたなかでも、皆様からお

預かりした「税金」を適正に予算化
し執行することは極めて重要です。
　この度の監査結果において、指
摘や注意事項が令和2年度より増
加していることに対し、監査委員は
どのように捉え、必要な対応策とし
てどのように重点を置いて取り組む
べきか、代表監査委員に伺います。
代表監査委員／答弁
　令和３年度定期監査は、231の
機関を対象に実施し、是正・改善
を要するとして指摘・注意事項の
対象となった事案は76の機関で
117件、前年から２７件の増加とな
りました。具体的には、支出事務に
おける支払の遅れ、収入事務にお
ける調定の遅れなどのほか、補助
金などの交付事務において、交付
決定や額の確定の遅れ、変更承
認の手続不備などです。
　また、前年度と同様の不適正な
事務処理が繰り返されている所属
もいくつか確認されました。こうした
不適正な事務処理が発生した背
景には、新型コロナへの対応や凍
霜害豪雪への対応など、全体的に
事務量が増加したなかで、関係規
程などに対する理解が十分でな
かったことや、組織的な確認や進
行管理が徹底されていないことな
どが挙げられます。不適正な事務
処理が発生すれば、その内容によ
り、是正改善のための措置や原因

の分析、再発防止策の検討と実
施に多くの時間と労力が割かれる
ことになり、その影響は事業者など
多方面に及ぶこともあります。
　こうした事務処理のリスクの発
現を未然に防止し、事務の適正執
行を確保するための内部統制が、
知事部局にて本格的に導入されて
２年余りが経過しました。この間、
他の任命権者において同様の取り
組みがはじまり、職員の意識の向
上につながっていると思いますが、
この度の監査結果を踏まえると、
全ての職員が内部統制の趣旨を
理解し、主体的に取り組むことが
重要であると認識しました。
　このため、県政に対する県民か
らの信頼は、職員一人ひとりの適
正な事務の執行に成り立っている
ことを自覚し、所属長の適切なマネ
ジメントのもと、職員同士のコミュニ
ケーションを活性化させ、風通しの
良い職場を醸成し、事務事業の進
捗状況の共有や、協力体制の一
層の強化などに取り組んでいただ
きたい。監査委員は、こうした内部
統制の実効性を高めるための取り
組み状況に、定期監査のなかで重
点的に確認を行うとともに、発生事
案について、同様の誤りを防止す
る観点から、その要因と再発防止
策も含めて、全庁的に情報を発信
し、注意を喚起していきます。

石黒覚・議員／質問
　令和元年度の決算特別委員会
において、平成30年度病院事業
決算状況は、６年連続の赤字であ

り、厳しい経営状況にあると答弁
がありました。また、平成28年度に
初めて資金不足が生じたことから、
平成29年度には資金不足比率が

12.1％となり、企業債発行に総務
大臣の許可が必要となり「資金不
足等解消計画」を策定。経営健全
化に動き出した矢先に、新型コロ
ナウイルス感染症への対応に迫ら
れる事態となりました。
　県立病院における新型コロナウ
イルス感染症への対応は、3病院
で県内最多（68床）の専用病床を
確保して、多くの感染患者を受け
入れました。河北病院でＰＣＲ自主
検査センターを運営し、4,326件の
検査を実施するなど、感染の収束
に向け、県立病院が総合力を発
揮してきました。
　こうした新型コロナの影響があ
り、患者数は入院外来ともに令和2
年から増加し、医業収益は約17
億６,000万円の増加。経常収支
は、コロナに係る補助金の受入れ
などもあり約16億3,000万円の黒
字と改善。「中期経営計画」や「資
金不足等解消計画」を策定し、経
営改善に鋭意に取り組んでいます
が、県立病院の持続的・安定的な
運営基盤の確保には、本格的なウ
イズコロナ・ポストコロナの到来を見
据えた、更なる経営改善の取り組
みが急務と考えられます。
　病院事業会計の令和３年度決
算の結果をどのように評価し、課
題をどのように認識しているのか、
病院事業管理者に伺います。
病院事業管理者／答弁
　令和３年度の病院事業は、多く
の新型コロナ感染患者を受け入れ
て治療に最善を尽くしながら、河
北病院でＰＣＲ自主検査センターを
運営するなど、コロナ対策の中核
となって取り組みや、皆様に必要な
医療を提供し、県立病院としての

役割を積極的に果たしてきました。
　病院事業会計の令和３年度決
算を前年度と比較すると、入院で
は、中央病院や新庄病院におい
て、新型コロナ専用病床を確保し
ながらも、延期していた予定手術
を徐々に再開したことなどにより、
患者延数は1,925人の増加。外来
では、前年度は一般の患者の受
診控えなどにより患者延数が落ち
込みましたが、延期していた治療
や検査を徐々に再開したことなどに
より、1万7,653人の増加となり、医
業収益は、17億6,000万円の増
収。医業費用は、患者延数の増加
に伴う薬品や診療材料の購入に
要する材料費や退職給付費など
の給与費の増加、重油の高騰によ
る燃料費の増加などにより、9億
7,000万円増となりました。結果、
差引きとなる医業収支は、7億
9,000万円増と大きく改善しました。
　また、医業外収益は、新型コロ
ナ専用病床の病床確保料や各病
院の院内感染拡大防止対策など
に係る新型コロナ補助金の受入れ
が6億1,700万円増加などにより、
経常収支は6億7,300万円改善し
て、16億3,300万円の黒字となりま

した。この結果、地方公共団体の
財政の健全化に関する法律による
資金不足比率は、14.1%だったの
が10.0%になり、改善しました。
　令和３年度の決算は、新型コロ
ナへの対応に係る病床確保料など
の受入れにより、経常黒字となりま
したが、本業である医業収支は改
善はしたものの、新型コロナ流行
前の令和元年度を依然として下
回っており、決して予断を許さない
厳しい状況です。令和５年度の新
型コロナの病床確保料などの政府
による支援は、現時点で方針が示
されておらず縮小も想定されるほ
か、不安定な国際情勢による原油
価格・物価の高騰によるコスト増が
経営を圧迫するなど、懸念材料が
多いため、経営改善が必要です。
　新型コロナの収束が見通せない
状況や社会情勢の急激な変化に
あって、持続的に県民医療を守り
支えるには、医師をはじめ専門的
な知識を持った人材の確保・育成
も重要です。その取り組みとして、
新庄病院では、令和3年度新たに
腫瘍内科の医師を配置。中央病
院やこころの医療センターでは、多
くの専門研修医が研修修了後もそ

のまま病院に定着。河北病院では
総合診療医を令和4年度に配置
するなど、医療提供体制の充実を
継続的に図っています。
　また、高度化、複雑化が進む医
療情報システムに関わる医療情報
職を採用して各病院への配置を進
め、令和３年度から病院事務全般
を専門的に担当する病院経営職
の採用を開始。加えて、地域の医
療需要の変化に的確に対応して、
病院の機能や組織体制の見直し
を進めるとともに、診療報酬を上位
区分で加算取得などに努めて収益
向上を図るなどにより、令和３年度
の診療単価は、入院、外来とも過
去最高となりました。さらにＡＩによ
る診療前問診システムの導入など、
ＤＸの推進による業務の効率化を
進めるなど、あらゆる角度からの経
営改善に努めたいと考えています。
　県立病院は、本格的なウィズコ
ロナ・ポストコロナを見据えながら、
救急医療や高度で専門的な医療
など、地域医療提供体制を支える
役割を果たすために、資金不足な
どの解消計画や中期経営計画に
基づき、病院事業の運営基盤の
一層の強化に取り組んでいきます。

石黒覚・議員／質問
　令和3年、岸田政権において、
「コロナ克服・新時代開拓のための
経済対策」として、公的部門にお
ける分配機能の強化などを掲げ、
看護、介護、保育、幼児教育など
の現場で働く方々の収入の引き上
げを閣議決定。令和4年2月に令

和3年度補正予算と令和4年度予
算が可決しました。この度の処遇
改善の制度は、コロナ禍でＰＣＲ検
査をこなした「臨床検査技師」や、
コロナの重症患者に使用するＥＣ
ＭＯ（エクモ・体外式膜型人工肺）
の操作に欠くことのできない「臨床
工学技士」など、看護職以外の職

員を対象にするかの判断は病院に
委ねられるなど、中途半端な印象
です。県民の命と健康を守るため
に一丸となって対応する同じ職場
で働く皆様が、この政策によって格
差を助長し、同一職種においても
賃金に格差が生じないのか疑問を
感じました。さらに、令和4年2月か
ら9月までの期間であり、その後の
対応に懸念を感じています。
　そこで、令和3年度2カ月間の手
当支給の実績を教えてください。ま
た、支給対象を看護師のみとしたこ
と、支給されない病院があることに、
県立病院はどのように受けとめてい
ますか。さらに、令和4年10月以降
の診療報酬で月額12,000円／人を
確保するため、県立中央病院で必
要とする金額はどのくらいになり、
その負担をお願いする入院患者一
人当たりの負担はどのくらになるの
か、病院事業管理者に伺います。
病院事業管理者／答弁
　県立病院は、政府の補助事業
を活用した看護職員への処遇改
善を令和4年2月から実施していま
す。その令和3年度の実績は、看
護師および助産師に対して一人当
たり月額4,000円の手当を支給し、
その額は合計で８４６万円です。
　支給対象は、政府の補助事業

の算定対象とされた中央病院、新
庄病院および河北病院に勤務する
看護職員としましたが、病院現場
から「①コロナ禍の中で他の病院と
同じように県民の命と健康を守るた
めに頑張っているこころの医療セン
ターの職員②看護職員と一丸と
なってチーム医療を提供しているコ
メディカル職員についても、同じよう
に処遇改善するべきだ」との声が
ありました。こうした声を真摯に受
け止め、政府の補助事業の制度
設計などを丁寧に説明したうえで、
支給対象者を決定しました。
　令和4年10月以降は、診療報
酬制度の中で看護職員処遇改善
評価料という新たな加算が創設さ
れ、処遇改善を実施するために必
要な財源が措置されましたが、加
算の対象となる職員は従前の国庫
補助制度と同様であり、当局として
見直すべき要素がなかったことや
近隣県の対応状況、労働組合と
の話し合いなどを行ったうえで、処
遇改善の対象者を9月までの取り
扱いと同様にしました。また、中央
病院において、この処遇改善を実
施するために要する金額は、月
962万円で、入院患者一人当たり
の負担額は、3割負担の患者の場
合１日当たり246円です。

令和4年10月28日（金）／決算総括質疑

政府の補助事業を活用した県立病院における
処遇改善手当の実績などについて

石黒覚・議員／質問
　企業管理者の説明では、企業
局所管の４事業会計の純利益は、
①電気事業会計は約26億6,253
万円②工業用水道事業会計は約
1億180万円③公営企業資産運

用事業会計は約8,314万円④水
道用水供給事業会計は約8億
6,757万円、4事業会計の純利益
の合計は約37億1,506万円と報告
され、順調な経営状況であると思
います。一方、身近な水道用水供

給事業について監査委員からは、
将来の水需要想定に基づき効率
的な経営を図り、施設・設備の老
朽化対策や管路の耐震化、自然
災害対応などを確実に進めていく
べきと指摘されています。
　振り返ると、平成25年7月に県
を襲った豪雨により、村山広域水
道で給水停止になった事案があり
ます。西川町大井沢地区では、24
時間の雨量が当時の過去最大と
なる212㎜に達し、用水施設が被
害を受けることはなかったものの、
水源の寒河江川では濁度が急激
に上昇し、西川浄水場において浄
水処理を継続することが困難とな
り、受水市町への給水が停止しま
した。そのため、村山地域の4市2
町で最大8日間の断水となるなど
広域的に、県民の生活に甚大な
影響が発生しました。近年は、気
象災害が激甚化する傾向にありま
す。県では、令和2年と令和4年、
最上川が増水して大きな被害が発
生し、特に令和4年8月の大雨で
は置賜地域を中心に河川の氾濫

による甚大な被害を受けました。企
業局では、綱木川などで過去最大
の濁度を記録したと聞いています。
　こうした頻発し激甚化する自然
災害に的確に対応する方策とし
て、多くのコストと時間が必要な
ハード整備を今すぐ行うことは容易
ではないと思います。しかし、ひと
たび給水停止となれば県民生活に
多大な影響が生じます。このような
事態を招かないためにも、濁度対
策を始めとするソフト面の備えが重
要であると考えます。
　そこで、企業局の水道用水供給
事業において、これまでどのような
対策を講じてきたのか、また安定
的な水道用水の供給に向けて、今
後どのように対応していくのか、企
業管理者に伺います。
企業管理者／回答
　平成25年度の豪雨により､村山
広域水道では寒河江川の原水濁
度が平常時は概ね10度以下のと
ころ､3,000度を超えるまで上昇し､
給水停止を余儀なくされ広域・長
時間にわたる断水が発生しました。

　その要因として、ハード面では
浄水処理のための薬品注入機お
よび沈殿池の能力が不足していた
こと、ソフト面では給水が停止した
場合に受水市町間で融通可能な
水量を共有していなかったなど、
企業局と受水市町間の連携が不
足していたことが挙げられます。
　こうした事態を受け県は「浄水
機能の強化」「市町村との連携強
化」を図る検討委員会を設置し、
ハード、ソフト両面から高濁度対策
の検討を行い、平成25年度から
具体的な対策を実施しました。
　ハード対策は、平成25年から
28年にかけて、村山広域水道の
浄化機能の強化を図るため①濁り
を除去する薬品を従来の2倍注入
できるようPACなどの設備を増設
②沈殿池の処理量の増加を図る
ための「沈殿池中間取出し装置」
を新設③浄水工程で大量に発生
する汚泥を乾燥させる「天日乾燥
床」を13床から18床に増加。こう
したハード対策を、他の浄水場の
処理能力の強化につなげるため、

各浄水場の「機器更新計画」を再
整備し、高濁度水でも対応可能な
設備投資を行ってきました。
　ソフト対策は①浄水に関する知
識と事故発生時の対応力を向上さ
せるための「危機管理研修」を充
実・実施②防災くらし安心部と連
携し「断水対策連携マニュアル」を
策定し、高濁度水発生の恐れが
ある場合、事前に受水市町の配水
池に一定の貯水量を確保するとと
もに、企業局側が給水制限する場
合は､市町間で相互に受水量の調
整を行う仕組みを構築③マニュア
ルに基づく訓練を、受水市町から
も参加を得て、全ての浄水場にお
いて毎年1回実施しています。
　平成25年度以降も豪雨災害は
頻発､激甚化しており､令和2年7
月豪雨では村山広域水道で5,000
度を、令和4年8月の豪雨では置
賜広域水道で1,900度を超え、過
去最高の濁度を記録しましたが、
ハード、ソフト両面での備えを実施
してきたため、水道用水の供給を
継続することができました。

　広域水道は、県民生活に最も重
要なライフラインのひとつですので、
ハード、ソフト両面での対策を進め

ることで、危機管理の対応力を高
め、安全で安定的な水道用水の
供給に万全を期していきます。
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新型コロナウイルス感染症発症から急激
に落ち込んだ県観光産業の立て直しに全
力で取り組む姿勢は、力強さを感じました。

県観光戦略について、インターン生
と一緒に勉強会（山形市）

県道施工事業や圃場整備事業、バイオ
マス発電建設などの現地調査を行い、各
関係機関より要望と説明を受けました。

遊佐町の県議会議員と
語る会に参加（遊佐町）

「山を想い、山を愛し、山と生きる。～樹氷
輝く蔵王のやまがたから、未来へ～」をテー
マに開催。インターン生と共に学びました。

第6回山の日全国大会 in
やまがたに出席（山形市）

持ち主は救急車で病院に運ばれ、一人暮
らしのために対処できなくなりました。少子
高齢化時代の切実な問題を感じました。

一週間近く放置された
軽トラックの対応（酒田市）

令和4年8月10日（水） 令和4年9月2日（金）令和4年8月17日（水）令和4年8月11日（木）


